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問合せ
申込み
電　話
ファクス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

＋ 仮設津島診療所のお医者さん

　仮設津島診療所　　0243（24）1431
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＋ 浪江診療所 のお医者さん

　浪江診療所　　0240（23）6173
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町民の皆さんからお寄せいただいた情報を掲載します

震災からの復興と海上安全・豊漁および豊作を祈念
し、　野神社境内で「安波さま」を開催します。皆さま
のお越しをお待ちしています。
■開催日時　２月17日（日）　10時から
■場　　所　　野神社　境内（浪江町大字請戸）
■内　　容　１　神事
　　　　　　２　雅楽奉納（品川区雅楽同友会）
　　　　　　３　神楽奉納
　　　　　　４　田植踊奉納
※路上駐車はせず、神社敷地内の空き地をご利用ください。
　野神社氏子総代長　渡部　忍　　090（2279）9028

「安波祭」を開催します
くさ の

�������		
����������������
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����������������
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環境省  福島地方環境事務所浜通り北支所
　 0244（26）9912㈹
平日８時30分～17時15分

浪江町役場住民課除染環境係
　 0240（34）0228　
平日８時30分～17時15分

お問合せ先

　　
双葉運輸株式会社コールセンター
　 0120（465）175

平日８時～17時
　 0120（460）232

24時間受付

個別回収申込先（環境省事業受託会社）

粗大ごみの個別回収について
帰還困難区域を除く浪江町内のご自宅で、廃棄せざるを得なくなった家財（家電、家
具、衣類等の片付けごみが対象）等の個別回収を行っています。
個別回収をご希望の方は、申込期限までにコールセンターへお申込み・ご相談ください。
　　

■対象地域　浪江町内（帰還困難区域を除く）
■最終申込期限　３月19日（火）

　　

申込期限までにお申込みされた方は無料で回収します。期限翌日以降は受付で
きませんので、双葉地方広域市町村圏組合による有料回収をご利用ください。

　　
※生活ごみは対象となりません。

双葉地方広域市町村圏組合
南部衛生センター

　 0240（25）4609
平日８時30分～17時15分

お 問 合 せ 先

ごみ出しのルールを守りましょう
浪江町内（帰還困難区域を除く地域）では、ごみの分別・回収方法が震災以前の方法に
変更されています。
　　
「指定のごみ袋に入っていない」「正しく分別されていない」といった場合は
『違反ごみ』になるため回収できません。

　　
また、鳥獣によるごみの散乱被害を防ぐためにも、収集日の朝（８時30分まで）にごみ
ステーションに出すようにしてください。
ごみの分別方法と回収日、指定ごみ袋の販売店等については、住民課除染環境係で配布
している『ごみと資源の分け方・出し方』『生活ごみ回収日』のリーフレットをご確認く
ださい。リーフレットは窓口に備え付けています。
マナーとルールを守り、皆さんで協力して、快適な住環境を保っていきましょう。

浪江町役場住民課除染環境係
　 0240（34）0228
平日８時30分～17時15分
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企画財政課情報統計係 　　0240（34）0241

なみえタブレット 通 信

　今年も「大堀相馬焼　春の新作展」が開催されます。６窯元による新作発表展・せと市が行われ、
その一角にタブレットブースを出展します！
　十日市祭で大人気だった「アイロンビーズでうけどんグッズを作ろう！」のコーナーやタブレッ
トに関する相談を受け付けます。お友達やご家族で、ぜひ皆さまお誘い合わせの上、お越しください。

　これまでタブレットの故障・破損の際は町役場でご案内していましたが、２月以降は直接メーカー
へお問合せくださいますようお願いします。

※自動音声ガイダンスが流れますので「お客さま相談室」を選択し、案内に従って番号を
　操作してください。

　「なみえ新聞」は、スマートフォン
（Android/iPhone）でも閲覧できます。
右のＱＲコードを読み取って「なみ
え新聞」アプリをダウンロードしてお
楽しみください。

「大堀相馬焼　春の新作展2019」でお待ちしています！

なみえタブレットの故障は直接メーカーへお問合せください

なみえ新聞をスマートフォン（Android/iPhone）アプリで見よう！

Android 版
なみえ新聞

▲ iPhone 版
なみえ新聞

▲
浪江町タブレットサポートセンター ※通話料無料タブレットに関する

お問合せ ☎ 0800（919）3287 （平日9時～17時15分） 

【故障・破損修理のお問合せ先】

ASUS（エイスース）　　https://www.asus.com/jp/
● 固定電話から（通話料無料）　　　●携帯電話から
　　0800（123）2787　　　  0570（783）886
受付時間 ９時~19時（年中無休）

● タブレットブース出展日時

　2月２４日（日） 10時～15時
● 出展場所

　福島空港 ３階キッズラウンジ
※タブレットブースの出展場所は変更になる場合 
　があります。あらかじめご了承ください。

　修理後は初期設定が必要です。修理をされた方に「タブレットを修理した人のためのガイド」を
お送りしますので、浪江町タブレットサポートセンターまでご連絡ください。
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浪江のヒト・モノ・コトや歴史、
開催されるイベント情報などを発信
しています。
「浪江の今」をご覧ください。

　産業振興課商工労働係　　0240（34）0247

　https://730.media/
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●　武　石　　　泉 様
●　堀　　　一　美 様
●　土　屋　　　実 様（東京都武蔵野市）
●　岡　田　吉　充 様（東京都葛飾区）
●　永　田　健　一 様（大阪府大阪市）
●　宮　本　武　彦 様（宮城県仙台市）
●　松　浦　智　之 様（東京都町田市）
●　星　野　正　敏 様（埼玉県八潮市）
●　合　原　亮　一 様（長野県上田市）
●　川　本　健　二 様
●　小　栗　修　一 様

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

ふるさと納税　　　　　　　　　　　　　※順不同
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消防署からのお知らせ

浪江消防署 　0240（34）4111
富岡消防署 　0240（22）2119火事と救急は119番 《消防署連絡先》

火災予防を心掛けましょう！

火災予防の三つのポイント

ストーブ周辺に可燃物を置かない！

この季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。
火災予防を徹底しましょう！

家庭で使用する火気設備でも思わぬ火災の危険があります。
使用の際には十分注意しましょう。

火気設備の取扱いに注意！

　布団や衣類などの可燃物が触れなくても、距離が近い
と、輻射熱で発火するおそれがあります。
　また、ストーブは消してから就寝しましょう。

煙突や低温着火にご注意を！
　煙突の周囲に可燃物がないか確認しましょう。
また、木材は、100℃程度の熱を長時間にわたって受け
ると、熱の蓄積が進み発火する危険があります（低温着火）。
　室内だけでなく、屋外の火気設備も確認しましょう。

　火災予防のため、「火災と紛らわしい煙を揚げる」または「火災を発するお
それのある行為をする」ときは、浪江消防署または浪江町役場に事前に届出書
を提出してください。届出がない場合、付近の方からの通報や巡回中に煙を発
見した際、消防隊が駆け付ける場合があります。
　届出書は、浪江町役場本庁舎（総務課防災安全係）または浪江消防署で交付
しているほか、町または双葉地方広域市町村圏組合消防本部のホームページか
らダウンロードできます。
　空気が乾燥し、火災が起こりやすい季節です。火気の取扱いには十分ご注意
ください。

①住宅用火災警報器を設置する。
②テーブルタップのたこ足配線や電源コードが
　家具などの下敷きになっていないか確認する。
③寝たばこは絶対にしない。

総務課防災安全係　　0240（34）0229

枯れ葉等を焼却処分する際には届出が必要です

ふくしゃねつ
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放射線相談員だより放射線相談員だより

健康保険課放射線対策係 　  0240（34）0261

～放射線のことなら何でもご相談ください～

　役場の放射線相談窓口には、放射線相談員がいます。放射線相談は、窓口に
おける測定器の貸出しや測定結果の説明のほか、相談員の訪問による測定や放射
線相談も随時行っています。
　また、「窓口では話しにくい」「お茶のみ仲間同士で話を聞きたい」という場合は、
電話や出張相談、出前講座等も行っています。
　放射線についての疑問や不安な点など、お気軽にご相談ください。
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